


≪必ずご確認ください≫ 

≪添付書類について≫ 

下記内容をご確認のうえ、申請書と合わせてご提出ください。 

 

1. 申請者全員共通 

●通帳のコピー 

・銀行名・支店名・名義人（カタカナ）・口座番号のある面が必要になります。 

   ※通帳を発行されていない場合には、上記記載の口座情報の確認ができるキャッシュカードまたはＷｅｂ通帳のコピー等を 

     添付してください。 （振込先は申請者（保護者）名義の口座となります。） 

 

2. 申請理由により、添付書類が必要な方（該当する方のみ）   

申請理由をご確認のうえ、必要な添付書類をご提出ください。 

申請理由 項   目 添付書類 

 

➀ 

 

区民税が非課税または減免 ●令和７年度住民税課税（非課税）証明書※原本 

※詳細は下記（１）および（２）を参照してください 

固定資産税・個人事業税が減免 ●減免決定通知書（コピー） 

 児童扶養手当を受給している ●児童扶養手当証書（コピー） 

児童手当とは異なる手当ですので、ご注意ください 

 

 

国民年金の保険料の減免 ●国民年金保険料免除申請承認通知書（コピー） 

国民健康保険の保険料の減免 ●減免決定通知書（コピー） 

➃ 生活福祉資金の貸付を受けている ●生活福祉資金貸付決定通知書（コピー）  

⑤ 世帯所得額が基準額未満である ●下記（１）および（２）をご確認ください。 

 

（１） 令和７年１月１日時点の住民登録地が豊島区の方について 

◎所得の証明書類の提出は不要です。 

・住民税の申告が済んでいない場合は、豊島区税務課で住民税の申告が必要になります。 

・就学援助の認定審査には、同一世帯全員（別世帯であっても生計を一にする方も含む）の令和６年中の所得情報が 

必要になります。（１名でも所得状況の確認ができない場合は、審査ができず否認定となりますので、予めご了承ください。） 

（２） 令和７年１月１日時点の住民登録地が豊島区以外
・ ・

の方について 

◎下記の書類のいずれかの添付をお願いします。 

●令和７年度課税（非課税）証明書※原本 

・令和７年１月１日時点の住民登録地の自治体で取得することが出来ます。 

※令和６年中の所得金額の記載があるものが必要になります。 

●令和６年分の確定申告書の控え（コピー） 

・申告内容及び提出年月日（受付年月日等）のわかるもの ※詳細につきましては所轄の税務署にお問い合わせください。 

➁ 

➂ 


